
公的助成金・減税等活用の早見表

緊急トピックス
Ⅰ.東日本大震災で被災された中小企業の方へ～中小企業庁より
　　　『中小企業向け支援策ガイドブック』（ＰＤＦ）更新発行されました
詳しくは、弊社トップページの『お探しリンク集』をクリックし、中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁の『中小企業向け支援策ガイドブックver.02』の主な内容(政府で用意している支援策などの概要）
　①資金繰り支援の概要②雇用調整助成金、失業給付による支援の概要③税制面での支援の概要等

Ⅱ.日本政策金融公庫の東日本大震災により被災された皆さまへの支援体制について
①中小・小規模企業向け融資制度（国民生活事業・中小企業事業）

（1）「災害復旧貸付」

　本災害により被害を受けられた中小・小規模企業の皆さまを対象に、全国の支店で「災害復旧貸付」を取り扱っています。

　<融資制度の概要>

国民生活事業 中小企業事業

融資限度額 ３千万円（※１） １億５千万円（別枠）

融資期間

（うち据置期間）

（※1）国民生活事業の融資限度は、各融資制度に上乗せ（別枠）される金額です。

（※2）国民生活事業においては、普通貸付を適用した場合の融資期間（据置期間）です。

（2）「災害復旧貸付」における利率引き下げ措置の実施

　３月１２日の閣議決定に基づき、本災害により特に著しい被害を受けられた中小・小規模企業の皆さまに対し、次の通り全国を対象地域とした特別措置（災害復旧貸付

の利率引き下げ）を実施しています。

<「災害復旧貸付」の利率引き下げ措置の概要>

東日本大震災により被害を受けた全国の中小企業者及び中小企業団体（事業協同組合等）で、事務所または主要な事業用資産について、

対象者 全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村等から受けた方（直接被害）及び被害を受けた方の事業

活動に相当程度依存しているため、自らの売上が大幅に減少している等で、当該事実に係る証明を経済産業局から受けた方等（注）（間接被害）

（注）証明の発行手続きについては、公庫が窓口となっていますので、直接公庫までご相談ください。

①利率

　　融資後３年間は、基準利率から0.9％を基本として引き下げ

②利率引き下げ適用の限度額（「災害復旧貸付」の融資限度額の内枠）

具体的内容 　１千万円（中小企業団体（事業協同組合等）の場合は３千万円）

③利率引き下げの適用期間

　平成２３年３月１１日（※）から平成２３年９月１１日までに「災害復旧貸付」を受ける方について融資後３年間

（※）既に災害復旧貸付を受けた方についても、融資実行日までに遡って適用されます。

（3）セーフティネット貸付の拡充措置(NEW！）

　東日本大震災に端を発した計画停電の影響や福島県の原発問題に伴う風評被害などにより、中小・小規模の皆さまの経営環境の悪化が懸念されることから、

本制度を拡充し、一定の要件に該当する方には、利率引き下げの措置等を実施します。

　<セーフティネット貸付の拡充内容のポイント>

拡充前

利率引き下げ措置 －

融資限度額 最大４億8,000万円

融資期間 運転：７年以内（２年以内）

（据置期間） 設備：15年以内（２年以内）

※セーフネット貸付の概要は日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

個人企業・小規模企業の方(国民生活事業）

中小企業の方（中小企業事業）

拡充後(４月１日～９月３０日）

一定の要件に該当する方は、融資後３年間は基準利率から最大で0.5％を引き下げ

最大７億2,000万円

運転：8年以内（３年以内）

設備：15年以内（３年以内）

１０年以内（２年以内）（※２）



公的助成金・減税等活用の早見表(平成２３年度情報更新中）
（朱記表示は、期間の定めがあるもので更新時期に注意）

① 中小企業経営に関する総合的な情報を提供 （Ｊ－Ｎｅｔ２１中小企業ビジネス支援ポータルサイト） ギャップアウトソーシング株式会社

サイト名 概要 ネット掲載内容 問合せ先 期間

Ｊ－Net２１ 中小企業施策の情報を中心に、企業事例集や経営 【起業する】起業・創業を目指す人向けに、業種別スタート ・中小企業基盤整備機構 随時情報更新

中小企業ビジネス に役立つ情報などをインターネットで提供 アップガイドなど起業準備に必要なさまざまな情報を掲載 　広報統括室　広報課

支援ポータルサイト 【事業を広げる】 　電話　０３－５４７０－１５１９

対象となる方 農商工連携、地域資源活用、新連携の施策情報を中心に

中小企業に関する施策等の情報が必要な中小企業者 事業拡大や、販路開拓に関する情報を提供 「経営自己診断システム」

中小企業支援担当者等 【経営をよくする】 ・中小企業基盤整備機構

経営課題にこたえるＱ＆Ａや、元気な中小企業の成功事例 　新事業支援部

ご利用方法 、新しい環境規制に関する情報などを掲載 　創業・ベンチャー支援課

　J-Net２１のホームページにアクセス！ 【支援情報・機関を知る】 　電話　０３－５４７０－１５６４

http：//j－net２１.ｓｍｒｊ.ｇｏ.jp/ 全国の中小企業支援機関の最新の施策情報や、その施策

※中小企業庁のホームページ（http:www.chusho.meti.go.jp/） を活用して成長を遂げた企業の事例などを掲載

　からもアクセス可能 【資金を調達する】

数ある公的機関の資金・助成金情報のなかから、事業に

適した施策が簡単に検索できる

【製品・技術を開発する】

中小企業のモノづくりを支援する情報を提供

【経営自己診断システム】

中小企業の方が、自社の財務情報等を入力すると、即時

に財務状況と経営危険度を把握できる



② 労働者を新たに雇い入れる場合の支援

助成金名 概要 助成内容 問合せ先 期間

３年以内既卒者 大学等を卒業後３年以内の既卒者で、１年以上継続して同一事業主 正規雇用での雇入れから６ヵ月経過後に、１００万円 都道府県労働局 平成２４年３月３１日まで

（新卒扱い）採用拡大 に正規雇用されたことがない人を正規雇用した場合に助成 奨励金の支給は同一事業所に１回（１００万円）限り ハローワーク

奨励金 ※東日本大震災による被災者拡充あり

奨励金１２０万円、１事業所１０回限り

３年以内既卒者 H20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定の人で、 【有期雇用期間（原則３ヵ月）】 都道府県労働局 平成２４年３月３１日まで

トライアル雇用 １年以上継続して同一事業主に正規雇用されたことがない 対象者１人につき、月額１０万円（最大３０万円） ハローワーク

奨励金 40歳未満の人を原則3ヵ月の有期雇用として雇入れた場合に助成 【有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ】

また有期雇用終了後に　正規雇用で雇い入れた場合に助成 対象者１人につき、５０万円（雇入れから３ヵ月経過後に支給）

※東日本大震災による被災者拡充あり

被災者は６０万円

既卒者育成支援 成長分野の中小企業事業主が、平成20年3月以降の新規 【有期雇用期間（原則６ヵ月）】 都道府県労働局 平成２４年３月３１日まで

奨励金 学卒者で、１年以上継続して同一事業主に正規雇用されたことが 対象者１人につき、月額１０万円（最大６０万円） ハローワーク

ない40歳未満の人を、座学等により育成した上で正規雇用した 【座学等に要した費用（３ヵ月以内）】　

場合に助成 対象者１人につき、月額上限5万円（最大15万円）

事前に「育成計画書」の提出が必要 【有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ】

対象者１人につき、５０万円（雇入れから３ヵ月経過後に支給）

実習型雇用支援 ・実習型試行雇用奨励金 【実習型試行雇用奨励金】 都道府県労働局

事業 ・正規雇用奨励金 対象者一人につき、月額１０万円（実習型雇用期間６ヵ月） ハローワーク

「実習型雇用」を希望する対象者（ハローワークに登録）を雇用した 【正規雇用奨励金】

場合に助成 対象者１人につき１００万円

（Ⅰ期５０万円、Ⅱ期５０万円）

試行雇用奨励金 就職が困難な特定の求職者層等（40歳未満の若年者、母子家庭の 対象者１人につき、月額４万円 都道府県労働局

（トライアル雇用） 母、障害者等）に原則３ヵ月のトライアル雇用を行った場合に助成 （最長３ヵ月間） ハローワーク

若年者等正規雇用 就職が困難な年長フリーター等や採用内定を取り消された 対象者１人につき、１００万円 都道府県労働局

化特別奨励金 就職未決定者を正規雇用した事業主が、その後も引き続き （大企業は50万円） ハローワーク

正規雇用している場合、一定期間ごとに助成 ３回に分けて支給

【トライアル雇用活用型】

トライアル雇用として雇入れ、引き続き正規雇用する場合

（トライアル雇用開始日の満年齢が40歳未満）

【直接雇用型】

正規雇用する場合（雇入れ日の満年齢が25歳以上40歳未満）

【有期実習型訓練修了者雇用型】

有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合

（雇入れ日の満年齢が25歳以上40歳未満）

【内定取り消し雇用型】

内定取消しによる就職先未決定の新規学卒者を正規雇用する場合

（雇入れ日の満年齢が40歳未満）



成長分野等人材育成 健康・環境分野および関連するものづくり分野の事業を行う 事業主が負担した訓練費用を１訓練コースにつき 都道府県労働局 平成２４年３月３１日まで

支援制度奨励金 事業主が正規雇用した労働者、または他分野から配置転換した 対象者１人あたり　上限２０万円 ハローワーク （平成２４年３月３１日までに

労働者を対象に、１年間の職業訓練計画を作成し、Off-JTを （中小企業が大学院を利用した場合には上限５０万円） 訓練を開始すること）

実施した場合に助成

特定就職困難者 障害者、高年齢者（60～65歳未満）、母子家庭の母等の特に就職 【高年齢者（６０～６４歳）、母子家庭の母等】 都道府県労働局

雇用開発助成金 困難な人をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者 対象者１人につき９０万円（短時間労働者は６０万円） ハローワーク

として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成 大企業は５０万円（短時間３０万円）

【身体・知的障害者（重度以外）】

対象者１人につき１３５万円（短時間労働者は９０万円）

大企業は５０万円（短時間３０万円）

【身体・知的障害者（重度または４５歳以上）、精神障害者】

対象者１人につき２４０万円（短時間労働者は９０万円）

大企業は１００万円（短時間は３０万円）

高年齢者雇用開発 65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により新たに１週間の 【週の所定労働時間が３０時間以上の場合】 都道府県労働局

特別奨励金 所定労働時間が週20時間以上かつ1年以上継続して雇用する 中小企業９０万円（大企業５０万円） ハローワーク

労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の一部を助成 【週の所定労働時間が２０時間以上３０時間未満の場合】

中小企業６０万円（大企業３０万円）

派遣労働者雇用化 派遣先である事業主が受け入れている派遣労働者を 【期間の定めのない雇用の場合】 都道府県労働局 平成２４年３月３１日まで

特別奨励金 直接雇い入れる場合に派遣先である事業主に対して助成 対象者１人につき、１００万円（大企業５０万円） ハローワーク

【６ヵ月以上の有期雇用の場合】

対象者１人につき、５０万円（大企業２５万円）

一定期間ごとに３回支給

地域雇用開発 過疎等雇用改善地域内で事業所の設置・整備（費用３００万円以上） 設備に要した費用、対象労働者の数により１年ごとに３回支給 都道府県労働局

助成金 を行い、伴せて地域求職者を３人以上（創業の場合は２人以上） ハローワーク

を雇い入れる場合等に助成

※指定地域のみ

中小企業基盤人材 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野（創業・ 基盤人材（一般労働者）１人当たり１４０万円 独立行政法人雇用・能力開発

確保助成金 異業種進出）に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者 最大５人まで。 機構都道府県センター

（新分野進出等基盤人材）を雇い入れた場合、 新潟センター

基盤人材の１年間の賃金相当額として一定額を助成 ＴＥＬ０２５－２４０－１３４１

対象分野は健康、環境分野に限定



③ 労働者が創業する場合の支援

助成金名 概要 助成内容 問合せ先 期間

新規創業サポート 新規制の高い技術や商品、サービスをもとに、県内で 助成金額：500万円以内（連続申請の場合、２年目は （財）にいがた産業創造機構 募集期間

助成金 創業しようとする個人又はグループ、創業２年未満の ３００万円が上限） 創業・経営革新チーム 平成２３年４月１日(金）～

（新潟県限定 企業に対して、創業に必要な経費を助成 助成率：２/３以内 ＴＥＬ025-246-0051 平成２３年４月２８日(木）

17：00必着

　　　　　　助成金） （ＮＩＣＯが、新潟県内で自らの独創的な技術やアイデア 助成期間

を事業化しようとするチャレンジ精神旺盛な起業家を支援） 交付決定日から

平成２４年２月２９日まで

（同一テーマで最長２ヶ年

連続申請が可能）

創業準備オフィス 創業しようする個人、グループ、創業３年未満の企業、 【オフィススペース】 （財）にいがた産業創造機構 募集期間

新規事業部門を立ち上げ後３年未満の企業を対象に、 １名用ブース　　3.00㎡　　５区画　　　　使用料￥4,500/月 創業・経営革新チーム 随時受付

朱鷺メッセ万代島ビル１１階「NICOプラザ」内のオフィス ２名用オフィス　16.32㎡～18.05㎡　4区画　 ＴＥＬ025-246-0051 （オフィスの空き状況など

スペースを提供 　　　　　　　　　　　　　　　　使用料￥24,500～￥27,100/月 につきましては左記に

単なる貸しオフィスではなく、入居者の成長をトータル 4名オフィス　　　33.1㎡　　1区画　　　使用料￥49,700/月 問い合わせ）

かつ強力にサポート 使用料には、インターネット回線料を含みますが、光熱水費 入居期間：原則１年間

電話、コピー使用料は別途負担

平成２３年度 新潟県内において、幅広い創業の促進と雇用の創出 助成金の交付条件 （財）にいがた産業創造機構 募集期間

起業チャレンジ を目的とする 創業に必要な経費（下限額を５０万円）について、１００万円 創業・経営革新チーム 平成２３年４月２１日（木）

奨励事業 対象者：創業事業計画に基づいて県内に事業所を を上限に支援。ただし、２人以上の新規雇用を伴う場合で、 ＴＥＬ025-246-0051 ～平成２３年５月２７日（金）

（新潟県限定 設置し、平成２３年７月１日以降に創業する方 必要な経費が２００万円を超えた場合については、その 12：00必着

　　　　　　助成金） （法人の場合は、法人登記を実施していない方が １／２を支援し、上限額を３００万円とする 助成対象期間

対象になる） 助成対象経費 交付決定日（２３年７月初旬）

助成対象事業及び助成金の交付条件 事業対象経費 から平成２４年２月末日まで

1.助成対象期間（平成２４年２月末日）までに創業に ・事業拠点開設費（事業開始に必要な機械設備、工具器具 採択方法

　至る事業 　等の購入・改良・借用・修繕に要する経費、事務所の増改 書類審査を通過した事業計画

2.１年以上の事業継続が見込まれるもの 　築費、事業用車輌購入費、法人登記費用－印紙・登録免 について、申請者ご自身に

3.３年以上の事業計画を策定するもの 　許税を除く、消耗品費等） 対する面接審査を実施した後

4.助成対象外の事業でないもの（風俗営業他） ・事業促進費（人件費－本人、３親等以内の親族を除く、 に採否を決定します。

（NICOが、新潟県内において幅広い創業の促進と雇用 　賃借料、光熱水費、通信運搬費、広告宣伝費等） 面接審査日は6月9日（木）～

の創出を目的に、新規創業に必要な経費の一部を助成） ～15日（水）の間に実施、

助成金交付決定は７月初旬

受給資格者創業 雇用保険の受給資格者が創業し、1年以内に 創業に要した費用の一部を最大２００万円（対象経費の 都道府県労働局

支援助成金 雇用保険の適用事業の事業主となった場合、 1／３） ハローワーク

創業に要した費用の一部を助成し、失業者の （特定地域進出の場合は最大３００万円）

自立を支援する制度 （対象経費の1／２）助成

高年齢者等共同 ４５歳以上の高年齢者等が、その職業経験を活か 支給対象経費の合計額に対し、その事業所が所在する 独立行政法人高齢・障害者

就業機会創出助成金 して共同して事業を開始し、労働者を雇い入れ 都道府県の有効求人倍率に応じた支給割合を乗じた額 雇用支援機構

継続的雇用就業の機会を創設した場合に、事業 で、最大５００万円を助成 各都道府県雇用開発協会

開始に要した費用の一部を助成

中小企業基盤人材 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野（創業・ 基盤人材（一般労働者）１人当たり１４０万円 独立行政法人雇用・能力開発

確保助成金 異業種進出）に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者 最大５人まで。 機構都道府県センター

（新分野進出等基盤人材）を雇い入れた場合、 新潟センター

基盤人材の１年間の賃金相当額として一定額を助成 ＴＥＬ０２５－２４０－１３４１

対象分野は健康、環境分野に限定



④ 労働者の雇用を守るための支援

中小企業緊急 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、 休業　一日あたりの休業手当の２／３（上限７，５０５円） 都道府県労働局

雇用安定助成金 教育訓練、または出向により、労働者の雇用の維持を図る 教育訓練を実施した場合　事業内訓練３，０００円を加算 ハローワーク

（中小企業対象） 場合、その賃金等の一部を助成 　　　　　　　　　　　　　　　　事業外訓練６，０００円を加算

※東日本大震災の影響による場合は要件緩和措置あり 支給限度日数は３年で３００日

解雇を行わない場合、障害のある人に実施の場合は拡充あり

雇用調整助成金 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、 休業　一日あたりの休業手当の４／５ 都道府県労働局

（大企業対象） 教育訓練、または出向により、労働者の雇用の維持を図る 教育訓練を実施した場合　事業内訓練２，０００円を加算 ハローワーク

場合、その賃金等の一部を助成 　　　　　　　　　　　　　　　　事業外訓練４，０００円を加算

※東日本大震災の影響による場合は要件緩和措置あり 支給限度日数は３年で３００日

解雇を行わない場合、障害のある人に実施の場合は拡充あり

⑤ 労働者の能力開発を行う場合の支援

助成金名 概要 助成内容 問合せ先 期間

職場適応訓練費 雇用保険の受給資格者に作業環境への適応を 訓練費として職場適応訓練生１人について月額２４，０００円 都道府県労働局

目的として訓練を実施した事業主に職場適応訓練 （重度障害者２５，０００円） ハローワーク

費、訓練生には雇用保険失業等給付を支給 短期の職場適応訓練は日額９６０円（重度障害者１，０００円）

職場適応訓練生には、失業給付を支給

訓練等支給給付金 労働者のキャリア形成を効果的に行うため目標を 職業訓練を受けさせた対象事業主に、対象経費等または 独立行政法人雇用・能力開発

明確にした職業訓練を実施、職業能力開発の支援 賃金に一定の助成率を乗じた額、もしくは、一定額を 機構都道府県センター

職業能力評価の実施等を行う事業主を助成 助成

職業能力評価推進 従業員に、厚生労働大臣が定める職業能力評価 職業能力検定の受検に要した経費の３／４ 独立行政法人雇用・能力開発

給付金 を受けさせた事業主に対してその費用および賃金 職業能力検定期間中の賃金の３／４ 機構都道府県センター

の一部を助成

中小企業雇用創出等 都道府県知事から改善計画の認定を受けた事業 座額の教育訓練の経費の１／２（小規模事業所２／３）、 独立行政法人雇用・能力開発

能力開発助成金 主等が高度人材の確保、新分野への進出、青少年 賃金の１／２（小規模事業所２／３）、OJTの外部講師の 機構都道府県センター

の実践的職業能力の習得のため行った職業訓練 謝金の１／２（小規模事業所２／３）、事業主負担の能力

の経費および賃金の一部を助成 開発経費の１／２（小規模事業所２／３）、職業能力開発

休暇中の賃金の１／２（小規模事業所２／３）

中小企業緊急雇用 国の中小企業緊急雇用安定助成金を活用して、 申込から受講までの流れ（受講料無料） 新潟市雇用対策課 申込受付期間

安定助成金 労働者の雇用の維持を図る中小企業者に対し、 ①申込→②実施計画届(写）等の提出→③受講 ０２５－２２６－１６４２ 受付開始：受講希望講座

活用型訓練 新潟市が教育訓練の場の提供を図り、労働者の ＨＰ：hｔｔｐ：//www.city.niigata が開催される月の２ヶ月前

（新潟市 職業能力の向上と中小企業の雇用の安定をすすめる 申込資格 .jp/info/koyo/training の１日（土・日・祝日の場合

雇用維持・教育訓練 ものです 新潟市内に事業所がある中小事業者で、次のいずれかに は翌日）から申込

緊急支援事業） 平成22年度新潟市雇用維持・教育訓練緊急支援事業 該当すること。 受付終了：受講希望講座

①自己啓発講座②コミュニケーション能力開発講座 （１）「中小企業緊急雇用安定助成金」を活用している ごとに設定された申込受付

③ビジネスマナー講座④パソコン講座・ワード初級 　　　中小企業者 期間内に申込（定員に達

⑤パソコン講座・ワード応用⑥パソコン講座・エクセル初級 （２）「中小企業緊急雇用安定助成金」の申請を予定して した場合はキャンセル待ち）

⑦パソコン講座・エクセル応用⑧問題解決法（ロジカルシンキング） 　　　いる中小企業者

講座⑨リーダーシップ講座⑩生産性向上基礎（５Ｓ）講座 ※「中小企業緊急雇用安定助成金」の用件等については、

⑪プレゼンテーション講座⑫ＣＳクレーム対応力講座 下記または、お近くのハローワーク・労働局等に

※「雇用調整助成金」の対象となる企業は本事業の対象

になりませんので注意

成長分野等人材育成 健康・環境分野および関連するものづくり分野の事業を行う 事業主が負担した訓練費用を１訓練コースにつき 都道府県労働局 平成２４年３月３１日まで

支援制度奨励金 事業主が正規雇用した労働者、または他分野から配置転換した 対象者１人あたり　上限２０万円 ハローワーク （平成２４年３月３１日までに

労働者を対象に、１年間の職業訓練計画を作成し、Off-JTを （中小企業が大学院を利用した場合には上限５０万円） 訓練を開始すること）

実施した場合に助成



⑥ 労働者の教育訓練を後押しする減税措置

減税名 概要 減税内容 問合せ先 期間

人材投資促進税制 従業員の教育訓練に積極的な企業について、 労務費（使用人（役員を除く）に対する給与等、法定福 中小企業庁　経営支援課 平成２１年４月１日から

教育訓練費の一定割合の額が減税されます。 利費、及び教育訓練費の合計額）に占める教育訓練費 03-3501-1763（直通） 平成２３年３月３１日まで

青色申告を提出する資本金１億円以下の中小 の割合に応じて、下記の（１）～（３）のとおり教育訓練費 に開始する事業年度

企業等が対象 の一定割合に相当する額を当期の法人税額から控除

本税制の対象となる教育訓練費は、従業員の職務 することができる。

に必要な技術又は知識を習得・向上させるために （１）教育訓練費が労務費の0.25％以上の場合

教育訓練を従業員に受けさせる場合に会社が支出 　　税額控除率は１２％となります

する費用で、外部の研修に参加させるための費用 　　減税額＝教育訓練費×１２％

や、外部講師への謝金、外部研修施設の賃借料、 （２）教育訓練費が労務費の0.15％以上0.25未満の場合

研修用の教材費購入費、研修委託費等が該当 　　税額控除は、労務費に占める教育訓練費の割合に

自社の従業員への給与・旅費・食費や福利厚生 　　応じて８％～１２％となります。

目的の支出は教育訓練費に該当しません 　　減税額＝教育訓練費×{８％+(教育訓練費÷労務費

税務署に青色申告（確定申告等）する際に、 　　－0.15％）×４０}

申告書に必要書類を添付する （３）教育訓練費が労務費の0.15％未満の場合

　　税額控除を受けることはできません。

本制度の減税額は、法人税額の２０％相当額から他の

中小企業等基盤強化税制による減税額を限度とする

⑦ 短時間労働者の雇用環境を整備する場合の支援

助成金名 概要 助成内容 問合せ先 期間

均等待遇・正社員化 パートタイム労働者を正社員に転換するための試験制度を導入し、 対象労働者１人目　中小企業４０万円（大企業３０万円） 厚生労働省　雇用均等・

推進奨励金 実際に転換させた事業主に対して１０人目まで支給 対象労働者２人目～１０人目　 児童家庭局　短時間・在宅

・正社員転換制度 中小企業２０万円（大企業１５万円） 労働課

母子家庭の母の場合は３０万円（大企業２５万円）

・共通処遇制度 正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に対象労働者に適用した １事業主につき　中小企業６０万円（大企業５０万円）

事業主に支給

・共通教育訓練 正社員と共通の教育訓練制度（Ｏｆｆ－ＪＴに限る）を導入し、 １事業主につき　中小企業４０万円（大企業３０万円）

制度 １人につき６時間以上の教育訓練を延べ１０人以上（大企業は

３０人以上）に実施した事業主に支給

・短時間正社員制度 短時間正社員制度を導入し、実際に１人以上に適用した 対象労働者１人目　中小企業４０万円（大企業３０万円）

事業主に対して１０人目まで支給 対象労働者２人目～１０人目　

中小企業２０万円（大企業１５万円）

母子家庭の母の場合は３０万円（大企業２５万円）

・健康診断制度 パートタイム労働者または有期契約労働者に対する １事業主につき　中小企業４０万円（大企業３０万円）

健康診断制度（法令上実施義務のあるものを除く）を導入し、

実際に延べ４人以上に実施した事業主に支給



⑧ 育児・介護労働者の雇用管理改善を行う場合の支援

助成金名 概要 助成内容 問合せ先 期間

中小企業子育て支援 中小企業（従業員数１００人以下）の従業員が１歳まで 【１人目】７０万円（予定） 都道府県労働局 平成２４年３月３１日まで

助成金 の子を養育するために６ヵ月以上育児休業を取得し、 【２人～５人目】５０万円（予定） ２４年度以降要件変更の

復帰後１年以上継続して雇用された場合に 可能性あり

５人目まで助成。

※平成23年9月30日までに育児休業を終了した育児休業者が対象。

両立支援レベル 育児休業取得者（育児休業３ヵ月以上）の代替要員を確保し、 【原職復帰を平成１２年４月１日以降規定した事業主】 （財）２１世紀職業財団地方 平成２３年８月３１日まで

アップ助成金 かつ育児休業取得者を現職等に復帰させた事業主を助成 支給対象者１人あたり１５万円（平成23年9月1日から） 事務所 平成２３年９月１日以降は

・代替要員確保コース 代替要員は派遣社員でも可能 別の助成金として再編予定

平成23年9月1日から

労働局雇用均等室　へ変更

・休業中能力アップ 育児・介護休業取得者がスムーズに職場復帰 受給額は、プログラムの内容や実施期間に応じて決め

コース できるよう、職場適応性や職場能力の維持回復を られます。

図るための措置（職場復帰プログラム）を実施した 支給限度額は一人あたり２１万円（平成23年9月1日から）

事業主を助成 １事業所当たり育児休業者、介護休業者それぞれ延べ

１００人まで

・子育て期の短時間 小学校３学年修了までの子を養育する労働者が 【支給対象労働者が最初に生じた場合】

勤務支援コース 利用できる短時間勤務制度を新たに規定し、 小規模事業主７０万円（中規模５０万円、大規模４０万円）

労働者がこれらの制度を連続して６ヵ月以上 【最初に支給対象者が生じた日の翌日から５年以内に２人目

利用した事業主を助成 以降の対象者生じた場合】

小規模事業主５０万円（中規模４０万円、大規模１０万円）

・育児・介護費用等 労働者の育休・介休の費用補助を行った事業主 育児サービス費用の３／４、介護サービス費用の１／２ 平成２４年１月の申請をもって

補助コース 及び育休・介休のサービスを行うものと契約し （大企業は両サービス費用の１／３） 廃止予定

そのサービスを労働者に利用させた事業主を助成 限度額　１年間につき両サービス利用者１人当たり

※平成23年8月31日までに支給要件を満たした事業主が対象。 ３０万円（中小企業４０万円）、かつ、１事業所当たり

３６０万円（中小企業４８０万円）。補助制度を平成１０年

４月１日以降新たに設け、初めての費用補助した場合

に加算があります

介護労働者設備等 介護福祉機器の導入、運用により、介護労働者の身体的負担の 介護福祉機器の導入費用の１／２（上限３００万円） 都道府県労働局

整備モデル奨励金 軽減・腰痛予防を促進するため、介護福祉機器を事業所に導入

（介護サービスを した事業主に対して助成（一定の導入効果があった場合のみ）

行う事業主向け）

事業所内保育施設 事業所内に保育施設を設置、増築、運営を開始、保育遊具を 設置費　　２／３（大企業１／２）　上限２，３００万円 労働局雇用均等室

設置・運営等助成金 購入した場合、等に一定額を助成 増築費　　１／２　　上限１，１５０万円

運営費　１～５年目　２／３（大企業２／１）、６～１０年目１／３

　金額は人数によって異なる

保育遊具等購入費　購入に要した額から１０万円を控除した額

　（上限４０万円）



⑨ 設備投資を行った場合の税制措置

減税名 概要 減税内容 問合せ先 期間

中小企業投資促進 機械・装置その他対象設備・資産を導入された 対象となる設備・資産 国税庁、国税局(事務所） 平成２４年３月３１日まで

税制 場合、税制の特別措置を受けることができる （１）機械・装置（１台または１基の取得価額が１６０万円 または税務署の税務相談窓口 ※本制度は、税制改正法

青色申告書を提出する資本金１億円以下の 　　以上） 案が国会の審議を経て

中小企業等 （２）特定の器具・備品（電子計算機、デジタル複合機） 中小企業庁　財務課 可決・成立することが必要

ただし、料理店その他飲食店業のうち料亭・キャ 　　（１台または１基、あるいは同一種類の複数台の 電話03-3501-5803 （平成２３年３月現在）

バレー・ナイトクラブなど、サービスのうち物品 　　合計の取得価額が１２０万円） 詳しくは、担当税理士まで

賃貸業・娯楽業（映画業を除く）、性風俗関連 （３）一定のソフトウェア（合計の取得価格が７０万円

特殊営業に該当する事業は除く 　　　以上）

（４）普通貨物自動車（車両総重量３．５トン以上）

手続 （５）内航船舶（ただし取得価格の７５％が対象）

（１）確定申告書等に必要事項を記載し、特別 ※機械・装置については、製品を製造する設備など

　　控除や償却額の計算等に関する明細書を 　　種類を問わず幅広く利用することができる

　　添付した上で最寄の税務署に申告 　　ソフトウェアについては、サーバー用のOS、

（２）取得等をした設備について、その性能、 　　データベース管理ソフトウェア、ファイアウォール

　　取得価格等を立証できる資料の保存が必要 　　ソフトウェアなどが除外されます

措置の内容　

　　７％の税額控除または３０％の特別償却を受ける

　　ことができます（ただし、資本金が３千万円を超える

　　法人の方は、特別償却のみとなります）。

減税名 概要 減税内容 問合せ先 期間

中小企業情報基盤 高度な情報セキュリティが確保された情報システムの導入により、 【対象設備】 国税庁、国税局(事務所） 平成２３年６月３０日まで

税制 企業の部門間、企業間の情報共有・活用を促進し、抜本的に （１）基本システム(①、②又は③） または税務署の税務相談窓口

国際競争力を強化します。 ①サーバー用ＯＳ（オペレーティングシステム）（※2）〔ｿﾌﾄｳｴｱ〕 適用期間

【適用を受けることができる者】 ②①がインストールされたサーバー　　　　　　　 　　　[ｿﾌﾄｳｴｱ] 平成２２年４月１日から平成２３

　製造業や卸業、小売業、サービス業などを営む青色申告を行う ③仮想化ソフトウエア(※2）　　　　　　　　　　 　　　　　[ｿﾌﾄｳｴｱ] 年６月３０日までに取得した

　中小企業者(※1）又は個人事業者 （２）データベース管理ソフトウエア（①又は②） 対象設備等について適用

※1　大規模法人(資本金１億円超）の子会社等は除く） ①データベース管理ソフトウエア（DBMS）(※2） 　　　[ｿﾌﾄｳｴｱ]

　 ②DBMS(※2)＋当該DBMSの機能を利用するアプリケーション

税制特例の概要 　ソフトウエア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　[ｿﾌﾄｳｴｱ]

【税額控除制度】 (３)連携ソフトウエア（※2）

　右記対象設備の取得価格に対する税額控除7％又は特別償却 （４）不正アクセス防御ソフトウエア・不正アクセス防御装置

30％を選択適用税額控除は当期に支払うべき法人税額から一定 ①ファイアウォール(※2）　　　　　　　　　 　[ｿﾌﾄｳｴｱ][ﾊｰﾄﾞｳｴｱ]

割合を控除する制度。 ②侵入検知システム(IDS）、侵入防止システム(IPS）（※2）

　　取得価格の合計額×７％＝税額控除額 ③WEBアプリケーションファイアウォール(WAF）(※2）

　 ((1)～(3)のいずれかと同時に取得されるものに限る）

【特別償却制度】 ※2　ISO/IEC　15408に基づいて評価・認証されたもの。

　対象となる設備等について、事業の用に供した最初の事業年度 【取得価格の要件】

において、その資産の取得価格の一定割合相当額を、普通償却 　本税制の適用を受けるためには、当該事業年度において、

限度額に加算して償却できる制度。 対象設備等の全ての取得価格の合計額が７０万円以上と

　　取得価格×３０％＝特別償却額 なることが必要です。

　

　　



⑩ 設備投資を行った場合の支援

支援名 概要 支援内容 問合せ先 期間

設備貸与制度 経営基盤の強化のために必要な設備を、割賦販売 下記一覧表 （財）にいがた産業創造機構 随時受付のうえ、順次審査

またはリースする 【融資対象外】 経営基盤強化チーム

設備資金貸付 経営基盤の強化のために必要な設備の５０％以内を ①運転資金の場合②申込機械設置済みの場合 ＴＥＬ025-246-0052

無利子で融資する ③建物、工事費関係の場合④中古機械の場合

一覧表

割賦方式 リース方式

従業員20名以下（商業・サービス業は５名以下）の事業者

　ただし、常時雇用する従業員が５０人以下の中小企業の方で、次の要件に全て該当すれば対象となる

対象者 ①金融機関（旧国民生活金融公庫、旧住宅金融公庫、信用組合、信用金庫を除く）からの総借入残高が３億円以下

②最近３カ年の決算における平均利益（経常利益）が、３，５００万円以下

③法人企業は、大企業からの出資が１／３以下

利用額

利率 ２．４％（固定） １．３８７％～2.985％

返済期間 ７年 ３年～７年

５０万円～４，０００万円

無利子

７年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設　　　備　　　貸　　　与　　　制　　　度

設備資金貸付

１００万円～６，０００万円



⑪ 新潟市の支援事業

支援名 概要 支援内容 問合せ先 期間

がんばるまちなか まちなかの活性化を図るため、地域の特色を活かした効果的で 商業振興課　商業振興係 募集期間：随時申請

支援事業 継続性のある空き店舗の有効活用事業を市内全域から募集する 〒９５１－８５５０

事業。募集後、外部審査員等からなる選定委員会で事業を選定 新潟市中央区学校町通

する。 １－６０２－１

募集期間：平成２３年度は、公募期間を設けずに、随時申請を 電話０２５－２２６－１６３３

受け付けます。 ファックス 選定委員会

①空き店舗運営事業 Ⅰ.事業開始～平成２４年３月３１日 ０２５－２２８－１６１１ 外部の有識者等で構成する

事業内容：商店街の空き店舗を賃貸し、自らコミュニティ施設 【対象経費】改装費、賃借料、誘致活動費 電子メールアドレス 選定委員会において、公開

や共同店舗等として運営する事業 【補助率】２/３ shogyo＠city.niigata.ｌｇ.ｊｐ によるプレゼンテーション

対象者：コミュニティ施設運営（商店街団体、公益活動団体 【限度額】５００万円 及びヒアリングを実施し、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の団体） 事業を決定

　 　　　：共同店舗等運営（商店街団体、公益活動団体） Ⅱ.平成２４年４月１日～平成２７年３月３１日 〔開催場所〕

【コミュニティ施設】 【対象経費】賃借料 新潟市役所第２分館４階

　子育て支援、世代間交流、文化的活動、地域情報発信等 【補助率】２/３ ２－４０４会議室

　のため設置され、地域住民の交流の場となる施設 【限度額】５００万円/年（４１万７千円/月） 〔参加人数〕

【公益活動団体】 【補助機関】 各事業者２名以内

　ＮＰＯ法人、社会福祉法人、地域コミュニティ協議会 事業開始から３年間 　

【誘致活動費用】 　

　会議開催に係る費用や広告宣伝費等 補助期間内の補助総額は１，５００万円を限度

※地域拠点商業活性化推進事業については、補助機関の延長等

　があります。

②チャレンジショップ事業 Ⅰ.事業開始～平成２４年３月３１日

事業内容：商店街団体が空き店舗を賃貸し、集客効果のある 【対象経費】改装費、賃借料、誘致活動費

業種等を運営する新規出店者を公募により選定し、転貸する 【補助率】２/３

事業内容：商店街団体が空き店舗を賃貸し、集客効果のある 【限度額】５００万円

対象者：商店街団体

Ⅱ.平成２４年４月１日～平成２７年３月３１日

【対象経費】賃借料

【補助率】２/３

【限度額】５００万円/年（４１万７千円/月）

【補助機関】

事業開始から１年間

補助期間内の補助総額は５００万円を限度

※商店街団体以外の場合は、地元商店街団体の賛同を得ていることが必要です。



支援名 概要 支援内容 問合せ先 期間

信用保証協会 市制度融資３００万円以下の信用保証付融資について、保証料 【対象者】信用保証付き市制度融資利用事業者 商業振興課　金融係

保証料補助金 の全額を補助する。また、無担保無保証人融資については、 〒９５１－８５５０

３００万円超の融資であっても保証料金額７５％を補助する。 ※夏期・年末資金については当補助金制度を利用できない 新潟市中央区学校町通

経営支援特別融資、中小企業資金繰り円滑化借換融資について １－６０２－１

は３００万円超１，０００万円以内までのものについても保証料 受付・相談窓口（各区役所商工担当窓口） 電話０２５－２２６－１６３３

金額の５０％を補助する。 中央区役所　地域課　産業振興室　０２５－２２３－７０５４ ファックス

北区役所　産業振興課　商工観光係　０２５－３８７－１３５６ ０２５－２２８－１６１１

東区役所  　地域課　産業振興室　０２５－２５０－２１７０ 電子メールアドレス

江南区役所　産業振興課　商工観光係　０２５－３８２－４８０９ shogyo＠city.niigata.ｌｇ.ｊｐ

秋葉区役所　産業振興課　商工観光係　０２５０－２５－５６８９

南区役所　産業振興課　商工観光係　０２５－３７２－６５０５

西区役所　農政商工課　商工振興係　０２５－２６４－７６３０

西蒲区役所　産業観光課　商工観光係　０２５６－７２－８４５４

を経由し、各金融機関へ申し込む

⑫ ベンチャー企業への投資に対する税制上の優遇措置

減税名 概要 減税内容 問合せ先 期間

エンゼル税制 一定の要件を満たすベンチャー企業に対して、個人投資家が 【措置の内容】 経済産業省経済産業政策局

投資を行った時点と、当該株式を譲渡した時点において所得税 〔対象となるベンチャー企業へ投資した年に受けることが 新規産業室

の減税を受けることができます。また、民法組合・投資事業有限 　　できる所得税減税〕 電話０３－３５０１－１５６９

責任組合経由の投資やグリーンシート銘柄への投資についても 　個人投資家は①、②のいずれかを選択可能です。

本税制の対象となります。 　①（ベンチャー企業への投資額ー5千円）をその年の

【対象となるベンチャー企業・個人投資家】 　総所得金額から控除することができます。

〔対象となるベンチャー企業の要件〕 　（控除可能となる投資額の上限は、総所得金額×４０％と

Ⅰ　創業（設立）１０年未満（※１）の中小事業者であること　 　１，０００万円のいずれか低い方）

Ⅱ　新規性要件（※２）を満たすこと 　②ベンチャー企業への投資額全額をその年の他の株式

Ⅲ　外部（特定の株主グループ以外）からの投資を1／6以上取り 　譲渡益から控除することができます

　　　入れている会社であること 　（控除可能となる投資額の上限なし）

Ⅳ　大規模法人（資本金１億円超等）及び当該大規模法人と特殊 〔対象となるベンチャー企業株式を譲渡した年にうけること

　　の関係（子会社等）にある法人の所有に属さないこと 　　ができる所得税減税〕

Ⅴ　未登録・未上場の株式会社で、風俗営業等に該当する事業を 　③未上場ベンチャー企業株式の売却により生じた損失を、

　　行う会社でないこと 　その年の他の株式譲渡益と通算(相殺）できるだけでなく、

〔対象となる個人投資家の要件〕 　その年に通算（相殺）しきれなかった損失については、

Ⅵ　金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること 　翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算（相殺）

Ⅶ　投資先ベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合 　することができます。

　　　等が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合 ※投資時点の所得税減税を受けた場合には、その控除

　　　を順に加算し、その割合がはじめて５０％超になる時におけ 　対象金額を取得価格から差し引いて売却損失を計算します

　　　る株主グループに属していないこと

【手続きの流れ】

※１　下記「措置の内容」の内、①の対象となるのは ステップ１　ベンチャー企業が各地域の経済産業局に

　　　　創業（設立）3年未満 　　　　　　　確認申請を行います。

　　　　のベンチャー企業となります ステップ２　経済産業局より確認書の発行を受けたベンチャー

※２　新規性要件については、ベンチャー企業の設立経過年数 　　　　　　　企業は、個人投資家に確定申告で必要な書類

　で異なりますので、詳細は次のURLをご覧下さい。 　　　　　　　を交付します。

http://www.meti.go.jp/policy/ｎｅｗｂｕｓｉｎｅｓｓ/angel/subject/index.html ステップ３　個人投資家は確定申告書に加えてベンチャー

　　　　　　　企業より交付された書類を添付し確定申告を

　　　　　　　行います。


